
川口市債権回収業務委託に係るプロポーザル実施要領 
 
１ 目的 
  この要領は、川口市債権回収業務を実施するにあたり、極めて高い専門的知識があり資

格職として様々な権限を有する事業者を、プロポーザル方式により、厳正かつ公正に選定

するため、その実施方法等必要な事項を定める。 
 
２ 業務概要 
（１） 業 務 名 川口市債権回収業務委託 
（２） 履行場所 ①川口市役所（理財部特別債権回収課） ②事業者の事務所 
（３） 履行期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで。 

     ただし、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であるため、

この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、契約日からこの期

間の中途において当該契約を変更又は解除することがある。 
（４） 業務内容 別紙川口市債権回収業務仕様書のとおり 
（５）委託状況について 別紙１ 川口市債権回収業務委託実施状況のとおり 

 
３ 実施形式 公募型 
 
４ スケジュール 
（１） 公募開始        令和７年１２月１８日（木）  
（２） 参加申込の受付締切日  令和８年 １月 ８日（木） 
（３） 参加資格の確認結果通知 令和８年 １月１５日（木） 
（４） 質問締切日       令和８年 １月 ８日（木） 
（５） 質問回答日       令和８年 １月２１日（水） 
（６） 提案書提出締切日    令和８年 ２月 ４日（水） 
（７） 選定結果通知日     令和８年 ２月２６日（木）  
 
５ 参加資格 

 次の要件全てに該当する者とします。 
（１）令和７・８年度川口市物品入札参加資格に申請をしている者。 
（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項（※）の規定に該当しないこと。 

※①当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  ②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
  ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第３２条第１項各号に 

掲げる者 



（３）川口市有資格業者に対する入札参加等停止の措置基準の規定による入札参加等

停止措置の期間中でないこと。 
（４）川口市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱の規定による指名除

外措置の期間中でないこと。 
（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく会社更生手続開始の申

立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の

申立てがなされていないこと。 
（６）会社法（平成 17 年法律第 86 号）の規定に基づく精算の開始又は破産法（平成

16 年法律第 75 号）の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこ

と。 
（７）同一の案件に参加しようとする者のうちに、その者の代表者（見積り及び契約

の締結権限を有する受任者を含む。）と同一人が代表者となっている者が含まれ

ていない者であること。 
（８）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 
（９）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）の規定に基づく弁護士法人であること。 

 
６ 参加申込手続 
  参加を希望し、参加資格を満たす者は次のとおり書類を提出してください。 
（１） 参加申込手続及び質問方法 
  ア 提出期限 令和８年１月８日（木）１６時３０分（時間厳守、郵送の場合必着） 
         ※期限後の提出は受け付けません。 
  イ 提出方法 持参又は郵送 
  ウ 提出書類 ①参加申込書【様式１】 
         ②質問書【様式２】 
  エ 提出先  〒３３２－８６０１ 埼玉県川口市青木２－１－１ 
         川口市 理財部 特別債権回収課 民事債権係 

 
オ その他 

質問の回答については、令和８年１月２１日（水）に、川口市ホームページ

に掲載し、質問がなかった場合もその旨を掲載する予定です。 
なお、提出期限までに「プロポーザル参加申込書」【様式１】の提出がない場

合の質問については無効とします。 
（２）提案書等 
  ア 提出期限 令和８年２月４日（水）１６時３０分（時間厳守、郵送の場合必着） 
         ※期限後の提出は受け付けません。 
  イ 提出方法 持参又は郵送 



  ウ 提出書類 ①法人概要【様式３】 別紙法人概要に記載のうえ提出してください。

独自様式を可といたしますが、必要項目を満たさない場合は、その

項目に関わる評価は行わず「評価点０」となります。 

②提案書    

     （ⅰ）提出部数 ７部 

           （ⅱ）書式等 

         ａ 紙のサイズはＡ４とし、文字ポイントは１１以上とします。 

           ｂ 文字列の方向は基本的に横書きとします。 

ｃ 表紙及び目次を付けるとともに各頁にページ番号を付し、ホ

チキスその他の方法で綴じてください。 

           ｄ 表紙及び目次を除き１５ページ以内とします。 

       （ⅲ）記載項目 

         ａ 自治体の債権回収業務について 

           ｂ 担当職員の体制や執務室のセキュリティについて 

           ｃ 債権回収業務の実施方法について 

           ｄ 委託債権の回収率について 

           ｅ 回収困難となった未収金の整理方法について 

      ｆ 個人情報保護の体制と法令遵守について 

           ｇ トラブル発生時の対応体制について 

           ｈ 債権の返還及び引継ぎについて 

           ｉ 仕様以外の提案やアピール点について 

          （ⅳ）そ の 他 

  記載項目が漏れている場合は、その項目については評価せず、 

「評価点０」となります。 
          

③見積書【様式４】 
         （ⅰ）成功報酬  

支払方法は、回収額に対する成功報酬とし、仕様内容を確認し 
たうえ、総業務量と回収見込み額を想定し、算定してください。 

見積書には成功報酬率（税抜き）をパーセント表示により小数

点第２位まで記載してください。（例：○○.○○％） 
  件名（川口市債権回収業務委託）、事業者名、所在地及び代表

者名を明記するとともに、社印及び代表者印を必ず押印してくだ

さい。 
 

         



         （ⅱ）法的措置費用等 
           単価見積表【様式４_別表】へ、項目毎の単価を記載してくだ

さい。 
  エ 提出部数 ７部 

オ 提出先  〒３３２－８６０１ 川口市青木２－１－１ 
       川口市 理財部 特別債権回収課 民事債権係 

 
７ 参加資格の確認通知 
（１） 通知日  令和８年１月１５日（木） 
（２） 通知方法 参加申込書に記載された電子メールアドレスあてに「プロポーザル     

参加資格通知書」【様式５】を通知します。 
８ 選定基準 
    別紙２ 川口市債権回収業務委託プロポーザル評価基準のとおり。 

 
９ 選定方法 
（１） 選定基準に基づき、提案書等により行います。 
（２） 選定の結果、評価点の合計が最も高い者を優先交渉権者とし、随意契約の交渉を 

行います。ただし、その者と合意に至らない場合は、評価点の高い順に交渉を行 
います。 

（３） 評価点の合計が同点の場合は、見積書の金額が低い者を優先し、金額が同額の場合 
には、選定委員の多数決によることとします。ただし、選定委員の多数決において

も同数となった場合は、委員長による裁決とします。 
（４） 次の事項のいずれかに該当する提案者は失格（選定対象からの除外）とするとと 

もに、その参加申込書及び提案書を無効とします。 
ア 提出期限を過ぎて提案書を提出した者 
イ 提案書に虚偽の内容が記載されている者 
ウ 選定の公平性を害する行為があったと選定委員会が認めた者 
エ 見積書の金額が見積上限額を超えている者 
オ 各評価項目の合計評点において、５０％に達しない提案書等を提出した者 

 
１０ 選定結果の通知・公表 
  選定結果について、優先交渉権者を特定後、参加申込書に記載された電子メールア

ドレスあてに、最高得点者には「プロポーザル選定結果通知書」【様式６】により、

それ以外の参加者には「プロポーザル選定結果通知書」【様式７】により「通知する

者の得点」、「優先交渉権者名と得点」及び「その他の参加者の名称の無い得点一覧」

を令和８年２月２６日（木）までに通知します。 



また、本市ホームページには「プロポーザル選定結果」【様式９】を公表します。 
なお、失格となった場合は、別途通知します。 

  優先交渉権者として選定されなかった場合、通知を受けた日の翌日から起算して７

日以内に、書面によりその理由について説明を求めることができます。 
  
１１ 提出された書類について 
（１） 提出された書類は返却しません。 
（２） 提出された書類は、このプロポーザルに係る選定以外には使用しません。ただ 

し、情報公開請求があった場合には、川口市情報公開条例に基づき、第三者に開 
示する場合があります。 

（３） 提出後の訂正、差替えは、川口市から指示があった場合を除き認めません。 
 
１２ 契約条件 
（１） 優先交渉権者と、委託内容、仕様書、経費等について交渉を行ったうえで、再度 

見積書の提出を求め、契約を締結します。 
（２） 委託事業の全部又は主要部分を一括して第三者に再委託することはできません。 
（３） 委託事業の実施に際して個人情報を取得したときは、個人情報の保護に関する 

法律等を遵守し、個人情報の保護に関し必要な措置を講じて、適正な管理を行う 
ものとします。 

（４） その他契約に関する条項は川口市契約に関する規則によります。 
 
１３ その他 
（１） このプロポーザルにかかる費用は、すべて参加者の負担とします。やむを得ない 

理由によりこのプロポーザルが中止された場合においても、それまでに要した費 
用を川口市に請求することはできません。 

（２） 参加申込書の提出後に参加を辞退する場合は、「１５ 問合せ先」まで電話連絡 
後、本市が指定する「辞退届」【様式８】を提出してください。 

（３） 提案書の著作権は、その提案書を作成した者に帰属するものとしますが、契約相 
手となった者の提案書については、事前に通知することにより川口市が無償で使 
用できるものとします。 

（４） 選定後又は契約締結後に、優先交渉権者の提案書における虚偽内容の記載又は 
選定の公平性を害する行為があったと判明した場合は、優先交渉権の取り消し又 
は契約を解除することがあります。 

（５） 本件に係る契約は、令和８年度当初予算が議決され、当該予算が成立することを 
条件とします。 

 



１４ 問合せ先 
 川口市理財部特別債権回収課民事債権係 松木・市川・長谷部・瀧野・渡辺 
 〒３３２－８６０１ 埼玉県川口市青木２－１－１ 
 電話 ０４８－２７１－９４２０ 
 メールアドレス 060.09000@city.kawaguchi.saitama.jp 

 

mailto:060.09000@city.kawaguchi.saitama.jp


別紙１ 

 

川口市債権回収業務委託実施状況 

 

１ 委託状況について（平成２９年度～令和７年１０月現在） 

合計委託件数  ４，３８２件（同一債権の再委託含む延べ件数） 

合計委託金額  ５５２，３４９，３００円 

未収件数  １，８１８件 

未収金額  １８４，０７６，３０１円 

 

２ 令和８年度に所管課から特別債権回収課へ移管予定の債権について 

委託債権種別数 ２６債権  

委託債権額 ８１，１４５，０６３円 

※移管後は、原則全件事業者へ委託する。 

 

３ 法的措置実施状況（令和６年度） 

支払督促件数 ２３件 

訴訟件数  ７件 
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４ 委託債権一覧 

土地貸付料 

駐車場貸付料 

福祉資金貸付金 

緊急生活支援特別資金貸付金 

高額療養費及び出産費資金貸付金 

母子福祉資金償還金 

父子福祉資金償還金 

寡婦福祉資金償還金 

損害賠償請求権 

保育所給食費 

住宅使用料 

駐車場使用料 

奨学資金貸付金回収金 

放課後児童クラブ利用料 

学校給食費 

生活保護費返還金 

不当利得返還金（生保） 

障害者等福祉手当返還金 

児童扶養手当返還金 

ひとり親家庭等医療費返還金 

児童手当返還金 

子ども医療費返還金 

子ども手当返還金 

子育て世帯への臨時特別給付金返還金 

ひとり親世帯臨時特別給付金返還金 

ひとり親家庭臨時特別給付金返還金 

子育て世帯生活支援特別給付金返還金 

子育て世帯等臨時特別給付金返還金 

子育て世帯物価等高騰対策支援金返還金 

一般被保険者第三者納付金 

一般被保険者返納金 

不当利得返還金（国保） 

高等学校授業料 

求償債権（奨学資金貸付金） 

し尿収集運搬手数料 



別紙２

１　法人について

評価項目 指標

1 経営規模
①所属弁護士人数及び専任弁護士の有無
②債権回収部門の職員数

2 事業実績
①官公署・自治体からの債権回収業務受託数
②債権回収業務における受託債権種類数
③行政訴訟事件の取り扱いの有無

２　債権回収業務委託について

評価項目 指標

1
自治体の債権回収業務につ
いて

自治体の債権回収において、最大５４種類の債権を受託することにつ
いての考え

2
担当職員の体制や執務室の
セキュリティについて

債権回収担当職員の構成や人数及び執務室のセキュリティなど管理体
制について

3
債権回収業務の実施方法に
ついて

法的措置を含む、債権回収業務の手順についての考えや特徴、所要期
間について

4 委託債権の回収率について
川口市から受託する債権の回収率についての考え、住宅使用料・奨学
資金貸付金・一般被保険者返納金それぞれの目標回収率と全体の目標
回収率の提示

5
回収困難となった未収金の
整理方法について

文書、架電等により相当程度の回収努力を行ってもなお回収すること
ができない案件の整理方法についての考えや特徴

6
個人情報保護の体制と法令
遵守について

個人情報保護の体制と法令遵守についての考えや特徴

7
トラブル発生時の対応体制
について

トラブル発生時の対応体制や特徴

8
債権の返還及び引継ぎにつ
いて

受託時の前期受託事業者や契約満了時の次期受託事業者との引継ぎに
ついての考え

9
仕様以外の提案やアピール
点について

債権回収業務委託の受託に際し、仕様以外の提案やアピール点につい
て

３　コスト評価について

評価項目 指標

1 成功報酬率について 回収額に対しての成功報酬率の設定が適正かどうか

2 法的措置費用について 各法的措置手続きに対し、適正な価格設定がされているか

　本選考については、以下の３種類の審査を、下記の指標に基づき採点
し、その合計点数により優先交渉権者を決定する。

川口市債権回収業務委託プロポーザル評価基準


